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青森県教育委員会第３１６回臨時会会議録

１ 期 日 平成３１年２月２０日（水）

２ 開 会 午後１時３０分

３ 閉 会 午後１時５０分

４ 場 所 教育庁教育委員会室及び教育委員室

５ 議事目録

報告第１号 議案に対する意見について

議案第１号 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則及び青森県教育委員会の

事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則案について・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第２号 青森県教育委員会事務局及び教育機関（学校を除く。）の職員の人事に

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第３号 市町村立学校職員の人事について・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第４号 県立学校職員の人事について・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第５号 青森県立学校管理規則の一部を改正する規則案について・・・原案決定

議案第６号 青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を

改正する規則案について・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

６ 出席者等
・出席者の氏名
和嶋延寿（教育長）、豊川好司、町田直子、中沢洋子、杉澤廉晴

・欠席者の氏名
野澤正樹

・説明のために出席した者の職
佐藤教育次長、田村教育次長、児玉参事・教育政策課長、長内学校教育課長、赤尾
教職員課長、髙橋学校施設課長、渡部生涯学習課長、相坂スポーツ健康課長、増田
文化財保護課長、古川高等学校教育改革推進室長

・会議録署名委員
豊川委員、中沢委員

・書記

小関英規、藤田真希也

７ 議 事

報告第１号 議案に対する意見について

（佐藤教育次長）

このたびの案件は、県議会第２９７回定例会に提出される「平成３１年度青森県一般会

計予算案（教育委員会所管分）」ほか１５件の議案について、知事から意見を求められた

ものであるが、緊急を要するため、青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条

第１項の規定により、教育長において臨時に代理し、原案に同意することとして処理した

ので、同条第２項の規定により御報告するとともに、同意した議案の内容について御説明

する。

参考資料１ページを御覧いただきたい。
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まず、「平成３１年度青森県一般会計予算案（教育委員会所管分）」についてである。教

育委員会関係の予算総額は、１，２９４億２，８３６万１千円となる。これを平成３０年

度当初予算と比較すると、９億４３７万８千円の減、率にして、０．７パーセントの減と

なっている。

参考資料２ページ及び３ページを御覧いただきたい。

青森県教育振興基本計画に基づき、本県教育を取り巻く重要課題の解決に向けて取り組

む主要な施策を明らかにするため、「施策の柱」を設定し、取組の重点化を図り、市町村

教育委員会、県立学校、小・中学校、その他関係機関や団体の協力を仰ぎたいと考えてい

る。平成３１年度は、「学ぶ意欲や主体的に探究する力の向上」、「子どもを守り支える安

全・安心な教育環境づくり」、「地域の活力を創り出す人財の育成と文化・スポーツの振興」

の３つを施策の柱に据え、「教育は人づくり」という視点のもと、新しい時代を主体的に

切り拓く人づくりに取り組んで参る。

続いて、条例案の主なるものについて御説明する。

参考資料４ページを御覧いただきたい。

「職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例案」、「職員等の旅費に関する

条例の一部を改正する条例案」、「外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例を廃止する

条例案」、「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案」及び「職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案」についてである。この改正は、

地方公務員法及び地方自治法の改正により創設された会計年度任用職員の勤務条件、給与

等について規定等するものである。なお、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」につ

いては平成３１年４月１日から、その他の条例については平成３２年４月１日から施行す

るものである。

次に、参考資料の７ページを御覧いただきたい。

「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案」についてである。これは、

学校教育法施行規則の改正により、高等学校における通級指導が制度化されたことから、

特別支援教育手当の支給範囲を拡大し、高等学校の教諭等を支給対象とするものである。

この条例は、平成３１年４月１日から施行するものである。

次に「青森県職員定数条例の一部を改正する条例案」についてであるが、この改正は、

第８０回国民スポーツ大会の開催に関する事務が教育委員会から知事部局に移管されるこ

とや、平成２５年に策定した青森県行財政改革大綱に基づく定員適正化の実績を踏まえ、

職員定数を改める等するものである。この条例は、平成３１年４月１日から施行するもの

である。

次に、「青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案」についてである。これは、

学校職員定数を高等学校、特別支援学校及び小・中学校あわせて、１２，０７３人から、

１６３人減の１１，９１０人に改めるものである。この条例は、平成３１年４月１日から

施行するものである。

次に、「青森県総合社会教育センター条例の一部を改正する条例案」、「青森県営スケー

ト場条例の一部を改正する条例案」、「青森県武道館条例の一部を改正する条例案」、「青

森県立郷土館条例の一部を改正する条例案」及び「青森県三内丸山遺跡センター条例の一

部を改正する条例案」についてである。このたびの改正は、消費税率の引上げに伴い、各

施設の使用料の額を改めるためのものである。この条例は、平成３１年１０月１日から施

行するものである。

参考資料８ページを御覧いただきたい。

最後に、「平成３０年度青森県一般会計補正予算（第３号）案（教育委員会所管分）」

についてであるが、今回の補正予算は、国の補正予算を踏まえて実施する県立学校の施設
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設備の整備に要する経費として、４億４，０３２万９千円を計上している。これを既決予

算額と合計すると、補正後の歳出予算額は、１，３０８億４，６６６万８千円となる。

（和嶋教育長）

何か質問、意見はあるか。なければ報告第１号については、青森県教育委員会として了

解した。

議案第１号 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則及び青森県教育委員会の事務

の委任等に関する規則の一部を改正する規則案について

（非公開の会議に付き記録別途）

議案第２号 青森県教育委員会事務局及び教育機関（学校を除く。）の職員の人事につい

て

（非公開の会議に付き記録別途）

議案第３号 市町村立学校職員の人事について

（非公開の会議に付き記録別途）

議案第４号 県立学校職員の人事について

（非公開の会議に付き記録別途）

議案第５号 青森県立学校管理規則の一部を改正する規則案について

（赤尾教職員課長）

青森県立学校管理規則の一部を改正する規則案について御説明する。

１の提案理由であるが、学校評議員の委嘱手続の見直しに伴う所要の整備を行うため提

案するものである。

２の概要であるが、学校評議員については、各県立学校長が各地域の実情等に応じて適

任者を推薦し、県教育委員会が委嘱しているところであるが、行財政改革及び県教育委員

会の働き方改革における業務改善を図るため、推薦によらず、各県立学校長の選考により

県教育委員会が委嘱することとし、所要の整備を行うものである。なお、改正後の規則は、

平成３１年３月１日から施行するものである。

（和嶋教育長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第５号については原案のとおり決定する。
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議案第６号 青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正

する規則案について

（相坂スポーツ健康課長）

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正する規則案

について御説明する。

この度の改正は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱手続の見直しに伴う所要の

整備を行うため提案するものである。学校医、学校歯科医及び学校薬剤師については、各

県立学校長が学校の実情に応じて適任者等を具申し、県教育委員会が委嘱又は解嘱してい

るところであるが、行財政改革及び県教育委員会の働き方改革における業務改善を図るた

め、具申によらず、各県立学校長の選考等により県教育委員会が委嘱又は解嘱することと

し、所要の整備を行うものである。なお、改正後の規則は、平成３１年３月１日から施行

するものである。

（和嶋教育長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第６号については原案のとおり決定する。


